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◇ 和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、保有特

定個人情報の利用及び提供の制限並びに開示請求等に係る特例を定めるなど所要の改正を行うとと

もに、住民基本台帳法の一部改正に伴う規定の整備を行うこととしました。（第２条、第１２条、

第１６条、第１８条、第２２条の３、第３３条、第３４条、第４７条及び第６５条関係） 

２ 施行期日 

 第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる日か

ら施行します。 

◇ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

所要の改正を行うこととしました。（第３条関係） 

２ 施行期日 
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平成２７年１０月１日から施行します。 

◇ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う規

定の整備等を行うこととしました。（第１３条、第１４条、付則第４条の２及び第５条関係） 

２ 施行期日 

平成２７年１０月１日から施行します。 

◇ 職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う規

定の整備等を行うこととしました。（第２条及び附則第２項関係） 

２ 施行期日 

平成２７年１０月１日から施行します。 

◇ 和歌山県税条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 福祉対策等の財源の一部に充てるために県民税の法人税割の税率の特例措置を平成３３年３月３

１日まで延長するとともに、規定の整備を行うこととしました。（附則第１４項の３、第１４項の

１１及び第１７項関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。ただし、附則第１４項の１１及び第１７項第３号の改正規定について

は、大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成２７年法律第４１号）の施行の日から施行しま

す。 

◇ 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 電子証明書の発行及び失効情報等の提供に係る手数料に関する条例の廃止及び歯科技工士法施行

令の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととしました。（第２条関係） 

２ 施行期日 

 平成２８年１月１日から施行します。ただし、第２条の表２２の項（１）の改正規定は、公布の

日から施行します。 

◇ 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 住民基本台帳法の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととしました。（本則関係） 

２ 施行期日 

平成２７年１０月５日から施行します。 

◇ 国の機関等に対する本人確認情報の提供に係る手数料に関する条例を廃止する条例 

１ 条例概要 

 住民基本台帳法の一部改正に伴い、国の機関等に対する本人確認情報の提供に係る手数料に関す

る条例を廃止することとしました。 

２ 施行期日 

平成２７年１０月５日から施行します。 

◇ 和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 
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住民基本台帳法の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととしました。（第１条～第４条関係）

２ 施行期日 

平成２７年１０月５日から施行します。 

◇ 電子証明書の発行及び失効情報等の提供に係る手数料に関する条例を廃止する条例 

１ 条例概要 

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、電子証明書の発行及び

失効情報等の提供に係る手数料に関する条例を廃止することとしました。 

２ 施行期日 

平成２８年１月１日から施行します。 

◇ 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 青少年の健全な育成を図ることを目的として、青少年に対し有害刃物類の所持を禁止するととも

に、青少年の親権を行う者又は未成年後見人に対し有害刃物類の保管又は必要な措置をとることを

義務付けるほか、青少年に対する有害刃物類の提出命令について定めるなど所要の改正を行うこと

としました。（第１６条及び第３３条関係） 

２ 施行期日 

平成２７年１２月１日から施行します。 

◇ 和歌山県流域下水道条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

下水道法の一部改正に伴う規定の整備等を行いました。（第１条及び第９条関係） 

２ 施行期日 

公布の日から施行します。 

◇ 和歌山県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

１ 条例概要 

下水道法の一部改正に伴い、規定の整備を行いました。（第１条、第３条及び第８条関係） 

２ 施行期日 

公布の日から施行します。 
 

和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第53号

和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例

第 1 条 和歌山県個人情報保護条例（平成14年和歌山県条例第66号）の一部を次のように改正する。

第 2 条に次の 2 号を加える。

特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成(６)

25年法律第27号。以下「番号法」という。）第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報をいう。
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保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該(７)

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、

公文書に記録されているものに限る。

第12条中「保有個人情報」の次に「（保有特定個人情報を除く。第13条及び第26条第 1 項において同

じ。）」を加え、同条の次に次の 1 条を加える。

（保有特定個人情報の利用及び提供の制限）

第12条の 2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を

当該実施機関の内部で利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で

あって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、同項に規定する事務の

目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部で自ら利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以

外のものに提供してはならない。

第16条第 2 項中「法定代理人」の次に「（保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後

見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下この節において同じ。）」を加える。

第18条第 8 号中「当該未成年者又は成年被後見人」を「当該本人」に改める。

第34条第 1 項第 1 号中「及び」を「若しくは」に改め、「第 4 項」の次に「又は番号法第20条」を、

「あるとき」の次に「、同条の規定に違反して保管されているとき」を加え、「又は第12条」を「第12

条若しくは第12条の 2 第 1 項及び第 2 項」に改め、「利用されているとき」の次に「、又は番号法第28

条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第 2 条第 9 項に規定する特定個人情報フ

ァイルをいう。）に記録されているとき」を加え、同項第 2 号中「第12条」の次に「、第12条の 2 第 3

項」を加える。

第47条第 3 号中「第30条の 9 第 2 項」を「第30条の40第 2 項」に改める。

第65条中「第30条の29」を「第30条の24」に、「第30条の41」を「第30条の36」に、「第30条の43第

5 項」を「第30条の38第 5 項」に改める。

第 2 条 和歌山県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

第 2 条第 7 号を同条第 8 号とし、同条第 6 号の次に次の 1 号を加える。

情報提供等記録 番号法第23条第 1 項及び第 2 項に規定する記録に記録された特定個人情報をい(７)

う。

第12条の 2 第 2 項中「保有特定個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。）」を加える。

第22条の 3 第 1 項中「保有個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。第 3 項、第32条の 3 第 1 項、

第33条及び第34条第 1 項において同じ。）」を加える。

第33条の次に次の 1 条を加える。

（情報提供等記録の提供先への通知）

第33条の 2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があ

ると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第 7 号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂
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正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞

なく、その旨を書面により通知するものとする。

附 則

この条例中第 1 条の規定は平成27年10月 5 日から、第 2 条の規定は行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第 1 条第 5 号に掲げる日から施行する。

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第54号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の退職手当に関する条例（昭和37年和歌山県条例第57号）の一部を次のように改正する。

第 3 条第 2 項中「地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第1 5 2号）第84条第 2 項」を「厚生年金保険

法（昭和29年法律第1 1 5号）第47条第 2 項」に改める。

附 則

この条例は、平成27年10月 1 日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第55号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年和歌山県条例第49号）の一部

を次のように改正する。

第13条第 1 項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第 5 号及び第 6 号中「第12条第 1 項第 4 号」を

「前条第 1 項第 4 号」に改め、同条第 2 項中「一に」を「いずれかに」に改める。

第14条第 2 項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第 4 項中「すでに」を「既に」に改める。

付則第 4 条の 2 第 2 項中「各号の一」を「前項各号」に、「第 1 号から第 4 号までのいずれか」を「前

項第 1 号から第 4 号まで」に改める。

付則第 5 条第 1 項の表傷病補償年金の項中「国家公務員共済組合法（昭和33年法律第1 2 8号）」を「被

用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号。以

下「一元化法」という。）附則第37条第 1 項の規定によりなおその効力を有することとされる一元化法第

2 条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和33年法律第1 2 8号。以下「改正前の国家公務員共

済組合法」という。）」に、「地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第1 5 2号）」を「一元化法附則第

61条第 1 項の規定によりなおその効力を有することとされる一元化法第 3 条の規定による改正前の地方公

務員等共済組合法（昭和37年法律第1 5 2号。以下「改正前の地方公務員等共済組合法」という。）」に改
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め、同表遺族補償年金の項中「国家公務員共済組合法若しくは」を「改正前の国家公務員共済組合法若し

くは改正前の」に改める。

附 則

この条例は、平成27年10月 1 日から施行する。

職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第56号

職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例

職員の再任用に関する条例（平成12年和歌山県条例第22号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 2 号中「（前号」を「（同号」に改める。

附則第 2 項中「地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第1 5 2号）附則第18条の 2 第 1 項第 1 号」を「

厚生年金保険法（昭和29年法律第1 1 5号）附則第 7 条の 3 第 1 項第 4 号」に改める。

附 則

この条例は、平成27年10月 1 日から施行する。

和歌山県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第57号

和歌山県税条例の一部を改正する条例

和歌山県税条例（昭和25年和歌山県条例第37号）の一部を次のように改正する。

附則第14項の 3 中「平成28年 3 月31日」を「平成33年 3 月31日」に改める。

附則第14項の11及び第17項第 3号中「第 2 条第14項」を「第 2 条第16項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第14項の11及び第17項第 3号の改正規定については、

大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成27年法律第41号）の施行の日から施行する。

和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第58号

和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

和歌山県の事務処理の特例に関する条例（平成11年和歌山県条例第38号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の表中 2 の項を削り、 3 の項を 2の項とし、 4 の項から21の項までを 1 項ずつ繰り上げ、同表22
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の項 中「第 1 条」を「第 1 条の 2」に改め、同項を同表21の項とし、同表23の項から75の項までを 1 項(１)

ずつ繰り上げる。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、平成28年 1 月 1 日から施行する。ただし、第 2条の表22の項 の改正規定は、公布の日(１)

から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の日前にされた電子証明書の発行に係る改正前の第 2 条の表 2 の項の左欄に掲げる事

務については、なお従前の例による。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第59号

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例の一部を改正する条例

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例（平成14年和歌山県条例第 9

号）の一部を次のように改正する。

本則中「第30条の 9 第 1 項」を「第30条の40第 1項」に改める。

附 則

この条例は、平成27年10月 5 日から施行する。

国の機関等に対する本人確認情報の提供に係る手数料に関する条例を廃止する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第60号

国の機関等に対する本人確認情報の提供に係る手数料に関する条例を廃止する条例

国の機関等に対する本人確認情報の提供に係る手数料に関する条例（平成14年和歌山県条例第10号）は、

廃止する。

附 則

この条例は、平成27年10月 5 日から施行する。

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第61号
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和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例（平成20年和歌山県条例第55号）の一部を次のよう

に改正する。

第 1 条中「保存期間に係る本人確認情報（法第30条の 5第 1 項の規定による通知に係る本人確認情報で

あって同条第 3 項の規定による保存期間が経過していないものをいう」を「法第30条の 8に規定する都道

府県知事保存本人確認情報（個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号）第 2条第 5 項に規定する個人番号をいう。）を除く」に改める。

第 2 条中「第30条の 8 第 1 項第 2号」を「第30条の15第 1 項第 2 号」に改める。

第 3 条中「第30条の 8 第 2 項」を「第30条の15第 2項」に改める。

第 4 条中「第30条の 8 第 2 項」を「第30条の15第 2項」に、「保存期間に係る本人確認情報」を「都道

府県知事保存本人確認情報」に改める。

附 則

この条例は、平成27年10月 5 日から施行する。

電子証明書の発行及び失効情報等の提供に係る手数料に関する条例を廃止する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第62号

電子証明書の発行及び失効情報等の提供に係る手数料に関する条例を廃止する条例

電子証明書の発行及び失効情報等の提供に係る手数料に関する条例（平成15年和歌山県条例第81号）は、

廃止する。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、平成28年 1 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による廃止前の電子証明書の発行及び失効情報等の提供に係る手数料に関する条例第 2 条第

1 項に規定する発行手数料及び同条例第 3 条第 1 項に規定する情報提供手数料であって、この条例の施

行の日においてまだ同条例第 2 条第 2 項に規定する指定認証機関に納められていないものについては、

なお従前の例による。

和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第63号

和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

和歌山県青少年健全育成条例（昭和53年和歌山県条例第36号）の一部を次のように改正する。
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第16条の次に次の 4 条を加える。

（有害刃物類の所持の禁止等）

第16条の 2 青少年は、業務その他正当な理由がある場合を除き、第13条第 2 項の規定による指定を受け

た刃物類及び同条第 5 項第 4 号に規定する刃物類（以下「有害刃物類」という。）を所持してはならな

い。

2 業務その他正当な理由がある場合を除き、青少年が有害刃物類を所持したときは、当該青少年の親権

を行う者又は未成年後見人（以下「親権者等」という。）は、当該有害刃物類を規則で定める基準に適

合する設備及び方法により保管し、又は必要な措置をとらなければならない。

（有害刃物類の提出命令等）

第16条の 3 前条第 1 項の規定に違反した青少年が所持する有害刃物類については、知事は、規則で定め

る手続により、その提出を命ずることができる。

2 前項の規定は、当該有害刃物類が当該青少年以外の者の所有に係り、かつ、その者が前条第 1 項の規

定に違反することをあらかじめ知らないで、この事実の生じた時から引き続いて当該有害刃物類を所有

していると認められる場合又は同項の規定に違反する事実が生じた後、その情を知らないで当該有害刃

物類を取得したと認められる場合においては、適用しない。

3 第 1 項の規定により有害刃物類の提出を受けた場合において、当該青少年が青少年でなくなった後、

規則で定める手続により返還の申請をしたとき、又は当該青少年から有害刃物類の売渡し、贈与等を受

けた青少年以外の者が規則で定める手続により返還の申請をしたときは、知事は、当該有害刃物類をそ

の者に返還するものとする。

4 第 1 項の規定により有害刃物類の提出を受けた日から起算して 6 月以内に前項の規定による返還の申

請がない場合においては、当該提出を受けた有害刃物類は、規則で定めるところにより、知事において、

売却することができる。ただし、当該有害刃物類で、売却することができないもの又は売却に付しても

買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

5 前項の規定により売却した代金は、規則で定める手続により、当該有害刃物類を提出した者に交付す

るものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。

（勧告）

第16条の 4 知事は、第16条の 2 第 2 項の規定に違反した親権者等に対し、期限を定めて、有害刃物類の

保管その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

（措置命令）

第16条の 5 知事は、前条の規定による勧告を受けた親権者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかったときは、当該親権者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。

第33条に次の 1 項を加える。

9 第16条の 5 の規定による命令に違反した者は、 5 万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、平成27年12月 1 日から施行する。
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和歌山県流域下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第64号

和歌山県流域下水道条例の一部を改正する条例

和歌山県流域下水道条例（平成12年和歌山県条例第80号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「第25条の 2 第 1 項」を「第25条の10第 1 項」に改める。

第 9 条第 1 項中「き損」を「毀損」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

平 成 2 7 年 9 月 1 0 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第65号

和歌山県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正す

る条例

和歌山県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例（平成24年和歌山県

条例第85号）の一部を次のように改正する。

第 1 条、第 3 条及び第 8 条中「第25条の10第 1 項」を「第25条の18第 1 項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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